
 

平 成 3 1 年 ３ 月 ６ 日 

株式会社日本政策金融公庫 

横 浜 西 口 支 店 

株 式 会 社 横 浜 銀 行 

 

 

○ 日本政策金融公庫（略称：日本公庫）横浜西口支店と横浜銀行は、「横浜ビジネスグランプリ 2018」

（注 1）の一般部門優秀賞を受賞し、「かながわ・スタートアップ・アクセラレーション・プログラ

ム（以下、「ＫＳＡＰ」という。）」（注 2）で急成長が期待される有望ベンチャー企業に採択された

「株式会社スタジオル」に対し、日本公庫が『資本性ローン』（制度名：「挑戦支援資本強化特例制

度」）を適用し 1,000万円、横浜銀行が 500万円の融資を協調して実行しました。 
 
 （注 1）「横浜ビジネスグランプリ」は、公益財団法人横浜企業経営支援財団（略称：ＩＤＥＣ横浜）が平成 15年度

から開催しているビジネスプランコンテストです。 

  （注 2）「ＫＳＡＰ」は、神奈川県が平成 29年度から開始したスタートアップ支援事業の一貫であり、優れたビジネ 

スプランを持ち、今後の大きな成長が期待されるベンチャー企業を対象に事業拡大に向けた個別ハンズオン支援を 

行うプログラムです。 
 

○ 株式会社スタジオルでは、日本全国の音楽スタジオが有する貸部屋を、スマートフォンから簡単

に予約可能なシステムを提供しています。現状では多くの音楽スタジオにおいて、スタジオ貸出の

予約対応を主に店頭や電話等により行っていますが、本システムを導入することでその負担を大き

く減らすとともに、予約の取りこぼしを防ぐことができます。また楽器演奏者（以下、「ユーザー」

という。）にとっては、利用日時、人数、最寄駅などの情報をスマートフォンから入力するだけで、

料金など条件に合ったスタジオを選択し、即日予約可能（システム利用料金無料）となります。 

日本公庫と横浜銀行は当該事業のスケールアップに必要な資金を供給するものです。 
 

○ 『資本性ローン』は、創業・新事業展開や事業再生等に取り組む中小企業・小規模事業者の財務

体質の強化を図るために資本性資金を供給する制度で、本特例による債務については金融検査上自

己資本とみなすことができるほか、法的倒産手続時は他の債務に劣後するなどの特徴を有します。 
 

○ 今回の融資は、日本公庫、横浜市及びＩＤＥＣ横浜が横浜市内の創業・ベンチャー企業の成長・

発展を支援するために、平成 26 年 5 月 8 日に締結した「横浜市内の創業・ベンチャー企業の成長

と発展に関する業務協力協定」に基づき、横浜市が実施する利子補給の候補案件になるものです。 
 

○ 日本公庫は、国の施策に基づく政策金融機関として、今後とも『資本性ローン』を活用し、中長

期的な事業計画を策定して計画的に財務体質の改善に取り組む企業を支援するとともに、新事業に

取り組む中小企業・小規模事業者を積極的にサポートしていきます。 
 

○ 横浜銀行は、平成 27年 10月より創業・ベンチャー企業に対して資金調達の支援を中心に幅広な

サポートを実施する「創業支援デスク」を設置しています。また日本公庫とは平成 27年 10月に「創

業・ベンチャー企業支援等に係る業務提携・協力に関する覚書」を締結し、平成 30 年 8 月より新

たに事業を始める方や創業後間もない方をサポートする協調融資商品「みらい海図」の取扱を開始

しています。 
 

○ 両機関は、今後も一層連携を強化し、創業者の計画策定から融資までワンストップで支援するこ

とにより、地域活性化に貢献してまいります。 

 

 

 

 

音楽スタジオに特化した Web予約プラットフォームを提供する 

「株式会社スタジオル」に日本公庫と横浜銀行が協調融資を実施 

× 

〈お問い合わせ先〉 

株式会社日本政策金融公庫 横浜西口支店 国民生活事業（担当：田中、馬場） 

〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸 1-11-7（日本生命ビル) TEL：045- 311- 2641 

株式会社横浜銀行 総合企画部 広報室（担当：藤田） 

〒220-8611 神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-1-1 TEL：045-225-1141 

 



 

 

 

企 業 名 株式会社スタジオル 代 表 者 山地 瞭 

連絡先住所 
神奈川県横浜市泉区緑園 1丁目 1-13 
グリーンヒルズ OGAWA 303 

創業年月 平成 29年 4月 

事業の概要：音楽スタジオに特化した Web予約プラットフォームの提供 

・当社は日本全国の音楽スタジオの貸部屋をスマートフォンから簡単に予約可能なシステムを提供して

いる企業である。 

・本システム「スタジオル」は既にサービス提供されており、順調に登録スタジオ数と登録ユーザー数

を伸ばしている。既登録先の音楽スタジオでは、本システム導入により具体的な売上増加につながっ

ている先が数多く出ている。 

 【参考】当社のホームページ 

        https://studi-ol.co.jp/ 

・当社サービス「スタジオル」の特徴は、以下の３点に集約される。 

① 音楽スタジオ側のメリットとしては、電話予約への対応負担減や営業時間外の予約の取りこぼし

を無くせる点が挙げられる。また、本サービスを通して簡単に顧客管理や売上データの分析も可

能となる。 

②ユーザー側のメリットとしては、利用日時、人数、最寄駅などをスマートフォンから入力するだけ

で料金など条件に合ったスタジオを選択し、そのまま予約することができるため、利便性が大きく

向上する。また、予約に係る利用料金は無料となっている。 

③本システムを通して、登録ユーザー間のマッチングサービス（ユーザー間のレッスン仲介や楽器販

売等の機会を提供）等の新たな付加価値を生み出すことができる（今後企画予定）。 

・当社「スタジオル」のサイトイメージは以下のとおり。 

【「スタジオル」のサイトイメージ】 

 

        ＜各種媒体での閲覧に対応＞           ＜直観的な操作が可能＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「株式会社スタジオル」へのお問い合わせ（担当：代表取締役 山地 瞭） 

メールアドレス：info@studi-ol.com 

電話番号：045-392-9065 

参 考 

https://studi-ol.co.jp/
mailto:info@studi-ol.com


 

「横浜市資本性借入金促進事業」の概要 

（横浜市による「資本性ローン」への利子補給） 

 

利子補給金の

交付対象者 

 横浜市内に事業所又は事務所がある創業 15年以内の中小企業者 

 詳細の要件は次のとおりです。全ての要件を満たす方が対象となります。※ 

①融資の借入年月日（契約日）が平成 26 年４月１日以降で、融資の借入年月日時点で中小企業基本

法に定める中小企業者であること。 

②借入年月日時点で創業 15年以内（16年を経過していない）であること。 

③借入年月日時点及び利子補給の交付申請時点で横浜市内に事業所又は事務所があること。 

④利子補給の該当期間の最終日（12月 31日）時点で対象融資制度の返済が延滞中ではないこと。  

⑤市民税、事業所税、固定資産税及び都市計画税等を滞納していないこと。 

利子補給の 

該当期間 
毎年 1月 1日から同年 12月 31日まで 

補給金額 

利子補給の該当期間に金融機関に支払った利子のうち、融資残高につき年 1.0％分を上限 

（注 1）ただし、借入利率が年 1.0％未満の場合、支払った利子が補給金額 

（注 2）毎月の支払利率をもとに、年 1.0％分を上限で補給金額を算出 

補給対象期間 初回約定利払日の属する月から 3 年間（36か月）が対象 

交付書類の 

提出期限 
利子補給の補給該当期間の翌年 2月 10 日まで（10日が土日祝日の場合、その前の平日まで） 

経営支援の 

優遇について 

対象融資制度を利用し、一定の要件（注）をみたす方には、（公財）横浜企業経営支援財団による経

営支援の優遇を受けることができます。経営支援では、経営者が抱える様々な経営課題解決のため、

専門家による継続的な経営コンサルティングを行います。 

 借入年月日の属する年度から３事業年度内のいずれかの年度において、３回まで無料（通常、有料）

で利用可能です。詳細はお問い合わせください。 

 （注）対象融資制度を利用した次の要件をすべて満たす方です。 

〇融資の借入年月日が平成 26年４月１日以降で、借入年月日時点で中小企業基本法に定める中小 

企業者であること。 

〇借入年月日（契約日）時点で創業 15年以内（16年を経過していない）であること。  

〇借入年月日（契約日）時点で横浜市内に事業所又は事務所があること。 

※ 利子補給の交付申請に対し、横浜市が交付対象者要件に該当するかについて審査を行った上で交付決定を行うため、

「候補案件」と記載しています。 

※ 本事業の実施は、横浜市会の平成 31年度予算の議決後に確定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【横浜市資本性借入金促進事業に関するお問い合せ先】 

 横浜市役所 経済局中小企業振興部 金融課金融係 

TEL：045－671－2592 

参 考 


